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高
林
敏
之

―
そ
の
歴
史・概
要・課
題

ア
フ
リ
カ
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兵
器
地
帯
条
約
の
発
効

ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
条
約
の
発
効

トレンド・リポート

●
は
じ
め
に

ア
フ
リ
カ
連
合
（
Ａ
Ｕ
）
が
構
築
を
進
め
る
ア

フ
リ
カ
地
域
安
全
保
障
体
系
の
重
要
な
一
部
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯

条
約
」（A

frican Nuclear-W
eapon-Free Zone 

Treaty

、
通
称
「
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
」Treaty of 

Pelindaba

）
が
、
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
の
ブ

ル
ン
ジ
に
よ
る
批
准
文
書
寄
託
に
よ
り
、
域
内
五
四

カ
国
（
す
べ
て
調
印
済
み
）
の
過
半
数
二
八
カ
国

の
批
准
文
書
寄
託
と
い
う
発
効
要
件
（
第
一
八
条
）

を
充
足
し
、
即
日
発
効
し
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・

カ
リ
ブ
海
（
ト
ラ
テ
ロ
ル
コ
条
約
。
一
九
六
七
年
調

印
、
一
九
六
八
年
発
効
）、
南
太
平
洋
（
ラ
ロ
ト
ン

ガ
条
約
。
一
九
八
五
年
調
印
、
一
九
八
六
年
発
効
）、

東
南
ア
ジ
ア
（
バ
ン
コ
ク
条
約
。
一
九
九
五
年
調
印
、

一
九
九
七
年
発
効
）、
中
央
ア
ジ
ア
（
セ
メ
イ
条
約
。

二
〇
〇
六
年
調
印
、
二
〇
〇
九
年
発
効
）
に
続
く
、

世
界
で
五
番
目
の
非
核
兵
器
地
帯
（
＊
）
の
正
式
な

成
立
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
の
発
効
に
至
る

歴
史
と
、
条
約
の
概
要
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ

の
実
効
性
を
確
立
す
る
た
め
に
乗
り
越
え
る
べ
き

課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

●「
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
」構
想
の

歴
史

「
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
」
構
想
が
提
起
さ

れ
る
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
激
し
い
植
民
地
解
放

戦
争
を
経
て
独
立
の
展
望
が
開
け
た
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
領
内
の
サ
ハ
ラ
砂
漠
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年

に
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
核
実
験

で
あ
っ
た
（
独
立
後
一
五
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
軍
駐

留
を
容
認
し
た
エ
ヴ
ィ
ア
ン
協
定
を
根
拠
に

一
九
六
六
年
ま
で
一
七
回
実
施
）。
こ
れ
に
対
し

一
九
六
一
年
一
一
月
の
第
一
六
回
国
連
総
会
は
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
を
非
核
地
帯
と
し
て
尊
重
し
、
域

内
の
領
土
・
領
水
・
領
空
を
核
兵
器
の
実
験
・
貯

蔵
・
輸
送
に
利
用
す
る
こ
と
を
慎
む
よ
う
加
盟
諸

国
に
求
め
る
決
議
一
六
五
二
号
を
採
択
し
た
。
Ａ

Ｕ
の
前
身
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
（
Ｏ
Ａ
Ｕ
）
を
創

設
し
た
一
九
六
三
年
五
月
の
独
立
ア
フ
リ
カ
諸
国

首
脳
会
議
は
全
般
的
軍
縮
に
関
す
る
決
議

（CIA
S/Plen.2/Rev.2

）
に
お
い
て
、「
あ
ら

ゆ
る
核
・
熱
核
実
験
な
ら
び
に
核
兵
器
製
造
に
反

対
し
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
利
用
を
促
進
す

る
た
め
、
ア
フ
リ
カ
を
非
核
地
帯
と
宣
言
す
る
と

い
う
原
則
を
確
認
し
尊
重
す
る
こ
と
」
を
宣
言
し
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図　アフリカ非核兵器地帯条約の批准国 （青で示した国）

アフリカ非核兵器地帯条約の批准国
（2009年末日現在、批准文書寄託順、
カッコ内は批准文書寄託年月）：
モ ー リ シ ャ ス（1996.4）、ガ ン ビ ア

（1996.10）、ア ル ジ ェ リ ア、モ ー リ
タ ニ ア（ 以 上1998.2）、南 ア フ リ カ

（1998.3）、ジンバブウェ（1998.4）、タ
ンザニア（1998.6）、ブルキナ・ファソ

（1998.8）、ボ ツ ワ ナ（1999.6）、マ リ、
コートディヴォワール（以上1999.7）、
ギニア（2000.1）、スワジランド、トーゴ

（以上2000.7）、ケニア（2001.1）、ナイ
ジェリア（2001.6）、レソト（2002.3）、
赤 道 ギ ニ ア（2003.2）、マ ダ ガ ス カ ル

（2003.12）、リ ビ ア（2005.5）、セ ネ ガ
ル（2006.10）、ル ワ ン ダ（2007.2）、
ガ ボ ン（2007.6）、ベ ニ ン（2007.9）、
エ チ オ ピ ア（2008.3）、モ ザ ン ビ ー ク

（2008.8）、マラウイ（2009.4）、ブルン
ジ（2009.7）、チュニジア（2009.10）
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●
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
の
概
要

ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
は
本
文
と
、
第
二
二
条
に
よ

り
条
約
の
不
可
分
の
一
部
と
規
定
さ
れ
る
四
つ
の

附
属
書
（annex

）
か
ら
構
成
さ
れ
、
有
効
期
間

は
無
期
限
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
第
一
七
条
）。

第
一
条
⒜
、
第
二
条
お
よ
び
附
属
書
Ⅰ
「
ア
フ

リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
の
地
図
」
に
よ
り
、
ア
フ
リ

カ
非
核
兵
器
地
帯
に
は
、ア
フ
リ
カ
五
四
カ
国
（
西

サ
ハ
ラ
を
含
む
）
と
そ
の
属
島
の
ほ
か
、
大
西
洋

の
カ
ナ
リ
ア
諸
島
（
ス
ペ
イ
ン
自
治
州
）、
イ
ン

ド
洋
の
レ
ユ
ニ
オ
ン
島
と
そ
の
属
島
ト
ロ
メ
ラ
ン

島
、
バ
サ
ス
＝
ダ
＝
イ
ン
デ
ィ
ア
島
、
ユ
ー
ロ
ッ

パ
島
、
フ
ア
ン
＝
デ
＝
ノ
ヴ
ァ
島
（
フ
ラ
ン
ス
海

外
県
）、
マ
ヨ
ッ
ト
島
（
国
際
的
に
は
コ
モ
ロ
領
と

認
め
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
が
実
効
支
配
）、
チ
ャ

ゴ
ス
諸
島
・
デ
ィ
エ
ゴ
＝
ガ
ル
シ
ア
島
（
イ
ギ
リ

ス
統
治
下
に
あ
る
が
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
が
領
有
権

を
主
張
）
が
含
ま
れ
る
。
な
お
、
一
九
九
四
年
段

階
の
草
案
で
は
大
西
洋
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
自
治
州
マ

デ
イ
ラ
諸
島
も
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
に
含
ま

れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
第
三
議
定
書
（
後
述
）
の
当

事
国
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
諸

島
が
過
去
の
い
か
な
る
Ｏ
Ａ
Ｕ
決
議
に
お
い
て
も

言
及
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
反
対
と
相
俟
っ
て
最
終
的
に
除
外
さ
れ
た

（
参
考
文
献
②
一
四
八
―
一
四
九
、一
五
四
、二
四
五

ペ
ー
ジ
）。

同
条
約
で
は
Ｏ
Ａ
Ｕ
や
国
連
の
一
連
の
関
連
決

議
を
念
頭
に
置
き
、
当
事
国
に
対
し
域
内
に
お
け

る
以
下
の
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
。
①
核
爆
発
装

パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
終
焉
に
向
か
う
南
ア
が
七
月
に
核

不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
に
加
入
、
九
月
に
は
国

際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
と
の
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
協
定
も
発
効
し
、
開
発
済
み
だ
っ
た
核
兵
器
を

放
棄
し
た
。
こ
れ
に
並
行
し
て
ア
フ
リ
カ
非
核
兵

器
地
帯
条
約
制
定
の
動
き
が
急
速
に
具
体
化
す
る
。

条
約
草
案
の
起
草
の
た
め
に
国
連
と
Ｏ
Ａ
Ｕ
が
合

同
で
設
立
し
た
専
門
家
委
員
会
が
同
年
五
月
に
最

初
の
会
議
を
開
催
、
続
い
て
Ｏ
Ａ
Ｕ
も
同
年
六
月

お
よ
び
一
九
九
二
年
六
月
の
閣
僚
理
事
会
決
議

（CM
/Res.1342(LIV

), CM
/Res.1395(LV

I)
Rev.1

）
に
基
づ
き
、
一
二
カ
国
か
ら
成
る
政
府

間
専
門
家
グ
ル
ー
プ
を
設
立
し
た
。
両
専
門
家
グ

ル
ー
プ
は
協
議
を
重
ね
た
す
え
、
一
九
九
五
年
五

～
六
月
に
南
ア
の
首
都
プ
レ
ト
リ
ア
郊
外
の
ペ
リ

ン
ダ
バ
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
時
代
の
核
開
発
の
拠

点
）
で
開
催
さ
れ
た
合
同
会
議
に
お
い
て
条
約
の

最
終
草
案
を
と
り
ま
と
め
た
。
草
案
は
同
年
六
月

の
第
三
一
回
Ｏ
Ａ
Ｕ
首
脳
会
議
に
お
い
て
採
択
さ

れ
、
一
九
九
六
年
四
月
一
一
日
に
カ
イ
ロ
で
調
印

式
が
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
批
准
の
歩
み
は
遅
々
た
る

も
の
で
、
発
効
ま
で
実
に
一
三
年
以
上
の
歳
月
を

費
や
し
た
。
ほ
か
の
四
非
核
兵
器
地
帯
条
約
が
調

印
か
ら
二
～
三
年
以
内
に
発
効
し
た
の
に
比
べ
る

と
、
国
家
数
の
多
さ
を
考
慮
し
て
も
、
批
准
プ
ロ

セ
ス
の
遅
滞
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
す
で
に
ほ
か

の
四
地
帯
で
は
す
べ
て
の
域
内
国
が
条
約
批
准
を

終
え
て
い
る
の
に
対
し
、
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地

帯
は
い
ま
だ
に
半
数
近
い
二
五
カ
国
の
条
約
批
准

が
待
た
れ
る
、
不
完
全
な
状
態
で
あ
る
。

た
。
こ
の
決
議
は
核
実
験
の
廃
絶
を
、
軍
事
占
領

の
終
結
お
よ
び
軍
事
基
地
の
廃
絶
と
並
ぶ
「
ア
フ

リ
カ
の
独
立
お
よ
び
統
一
の
基
礎
的
要
素
」
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
決
議
を
受
け
て

一
九
六
四
年
七
月
の
第
一
回
Ｏ
Ａ
Ｕ
首
脳
会
議
は

「
ア
フ
リ
カ
の
非
核
化
に
関
す
る
宣
言
」（D

ecla-
ration on the D

enuclearization of A
fri-

ca
）
と
呼
ば
れ
る
決
議
（A

H
G/Res.11(I)

）
を

採
択
し
、
核
兵
器
の
製
造
や
制
御
手
段
の
取
得
を

行
わ
な
い
た
め
の
国
際
条
約
を
、
国
連
の
賛
助
の

も
と
に
制
定
す
る
意
思
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

同
宣
言
は
同
年
一
〇
月
の
第
二
回
非
同
盟
運
動
首

脳
会
議
に
続
き
、
一
九
六
五
年
一
二
月
の
第
二
〇

回
国
連
総
会
決
議
二
〇
三
三
号
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
た
。
後
者
は
す
べ
て
の
国
に
対
し
同
宣
言
の
尊

重
と
と
も
に
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
対
す
る
核
兵
器

の
使
用
な
い
し
使
用
の
威
嚇
、
核
兵
器
の
実
験
・

製
造
・
展
開
・
取
得
を
自
制
す
る
よ
う
求
め
た
。

ま
た
核
兵
器
保
有
国
に
対
し
、
核
兵
器
や
そ
の
製

造
・
使
用
に
つ
な
が
り
う
る
科
学
的
デ
ー
タ
・
技

術
の
移
転
を
行
わ
な
い
よ
う
求
め
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
サ
ハ
ラ
砂
漠
に
お
け
る
核
実
験
は

一
九
六
六
年
に
中
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
一
九
七
〇

年
代
か
ら
本
格
化
し
た
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
体
制
に
よ
る
核
兵
器
開
発
に
よ
っ
て
、
ア

フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
実
現
に
向
け
た
動
き
は
停

滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
国
連
総
会
が
一
九
七
六

年
以
来
毎
年
の
よ
う
に
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯

を
支
持
す
る
決
議
を
採
択
し
続
け
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
条
約
化
の
動
き
は
進
展
し
な
か
っ
た
。

転
機
が
訪
れ
た
の
は
一
九
九
一
年
で
あ
る
。
ア

アフリカ非核兵器地帯条約の発効 ― その歴史・概要・課題
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英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
）
に
約
束
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
英
仏
中
は
両
議
定
書
と
も
批

准
済
み
だ
が
、
米
露
は
い
ず
れ
も
調
印
の
み
で
批

准
に
至
っ
て
い
な
い
。
第
三
議
定
書
は
フ
ラ
ン
ス

と
ス
ペ
イ
ン
に
対
し
、
域
内
に
有
す
る
海
外
領
土

へ
の
条
約
の
適
用
を
約
束
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
批
准
済
み
だ
が
、
ス
ペ
イ
ン
は
調
印

す
ら
拒
ん
で
い
る
。

●
今
後
の
課
題

ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
は
そ
の
前
文
に
お
い
て
ア
フ

リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
を
、「（
核
）
不
拡
散
体
制
の

強
化
に
向
け
た
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
」
と
位
置
づ
け
、

「
核
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
の
重
要
性
と
そ
の

全
条
項
の
履
行
の
必
要
性
を
確
認
」
し
て
い
る
。

す
で
に
存
在
す
る
四
非
核
兵
器
地
帯
に
加
え
て
ア

フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
が
正
式
に
発
足
し
た
こ
と

は
、
二
〇
一
〇
年
に
予
定
さ
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討

会
議
に
と
っ
て
弾
み
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、
ギ
ニ
ア
湾
や
ソ
マ
リ
ア
沖
合
で
繰
り
返
さ

れ
る
、
先
進
諸
国
に
よ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
に
対
す
る
抑
制
効
果
も
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
が
真
の
実
効
性
を

獲
得
す
る
た
め
に
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題
は
多
い
。

第
一
に
、
条
約
お
よ
び
議
定
書
を
い
ま
だ
に
批
准

し
て
い
な
い
国
々
に
よ
る
早
期
批
准
で
あ
る
。
包

括
的
核
実
験
禁
止
条
約
（
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
）
発
効
要
件

国
の
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
ウ

ラ
ン
輸
出
国
で
あ
る
ナ
ミ
ビ
ア
お
よ
び
ニ
ジ
ェ
ー

ル
を
含
む
半
数
近
い
国
が
い
ま
だ
に
批
准
し
て
い

な
い
状
況
で
は
、
条
約
の
効
力
は
半
減
す
る
（
た

設
備
の
防
護
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
（
第
一
〇

条
）、
域
内
の
核
施
設
に
対
す
る
武
力
攻
撃
の
実

施
・
支
援
・
奨
励
を
禁
じ
て
い
る
（
第
一
一
条
）。

同
条
約
の
遵
守
を
保
障
す
る
べ
く
ア
フ
リ
カ
核

エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会
（A
frican Com

m
ission 

on N
uclear Energy

）
が
設
置
さ
れ
、
以
下
の

責
任
を
負
う
。
①
当
事
国
が
提
出
す
る
年
次
報
告

書
等
（
第
一
三
条
）
の
審
査
、
②
当
事
国
会
議
の

召
集
、
③
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
適
用

の
検
証
、
④
条
約
義
務
違
反
に
対
す
る
不
平
申
立

の
処
理
手
続
き
実
施
（
詳
細
は
附
属
書
Ⅳ
に
規

定
）、
⑤
核
科
学
・
技
術
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る

協
力
の
た
め
の
地
域
・
下
位
地
域
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

奨
励
、
域
外
諸
国
と
の
国
際
協
力
の
促
進
（
第

一
二
条
）。
委
員
会
は
平
等
な
地
理
的
配
分
と
、
進

ん
だ
核
計
画
を
有
す
る
国
を
含
む
こ
と
を
考
慮
し

て
選
出
さ
れ
た
一
二
カ
国
か
ら
構
成
さ
れ
、
任
期

は
三
年
で
あ
る
。
当
事
国
の
要
請
お
よ
び
互
選
さ

れ
た
委
員
長
と
の
協
議
に
基
づ
き
Ｏ
Ａ
Ｕ
事
務
総

長（
現
Ａ
Ｕ
委
員
長
）が
執
行
書
記
を
任
命
す
る（
附

属
書
Ⅲ
）。
全
当
事
国
会
議
は
委
員
会
の
予
算
等

を
採
択
す
る
た
め
少
な
く
と
も
二
年
ご
と
に
開
催

さ
れ
、
当
事
国
の
単
純
多
数
が
同
意
す
れ
ば
委
員

会
に
よ
り
臨
時
に
召
集
さ
れ
る
（
第
一
四
条
）。

同
条
約
に
は
三
つ
の
議
定
書
（protocol

）
が

付
属
し
て
い
る
。
第
一
議
定
書
は
域
内
当
事
国
、

お
よ
び
第
三
議
定
書
の
当
事
国
が
施
政
権
を
有
す

る
域
内
の
領
域
に
対
す
る
核
爆
発
装
置
の
使
用
な

い
し
使
用
の
威
嚇
を
、
第
二
議
定
書
は
域
内
に
お

け
る
核
実
験
や
そ
の
支
援
・
奨
励
を
、
そ
れ
ぞ
れ

行
わ
な
い
こ
と
を
核
兵
器
保
有
五
大
国
（
米
国
、

置
の
研
究
・
開
発
・
製
造
・
貯
蔵
・
取
得
・
所
有
、

そ
の
支
援
・
奨
励
、
支
援
の
追
求
・
受
容
（
第
三

条
）、
②
核
爆
発
装
置
の
配
備
（
た
だ
し
核
を
搭

載
し
た
外
国
船
舶
・
航
空
機
の
寄
港
や
通
過
の
許

可
に
つ
い
て
は
各
国
の
主
権
的
判
断
に
委
任
。
第

四
条
）、
③
核
爆
発
装
置
の
実
験
、
そ
の
支
援
・

奨
励
（
第
五
条
）、
④
放
射
性
廃
棄
物
の
投
棄
、

そ
の
支
援
・
奨
励
（
第
七
条
）。
ま
た
、
過
去
に

核
兵
器
を
開
発
し
た
南
ア
が
当
事
国
に
含
ま
れ
る

同
条
約
の
、
他
の
非
核
兵
器
地
帯
条
約
に
な
い
ユ

ニ
ー
ク
な
規
定
と
し
て
、
核
爆
発
装
置
の
製
造
能

力
の
申
告
、
既
存
の
核
爆
発
装
置
の
撤
去
・
破
壊
、

核
爆
発
装
置
製
造
施
設
の
破
壊
も
し
く
は
平
和
的

利
用
へ
の
転
換
、
こ
れ
に
対
す
る
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
お
よ

び
ア
フ
リ
カ
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
委
員
会
に
よ
る
検
証

の
許
可
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
第
六
条
）。

一
方
で
同
条
約
で
は
、
持
続
的
な
社
会
・
経
済

開
発
の
た
め
の
平
和
的
目
的
に
よ
る
核
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
科
学
・
技
術
の
差
別
な
き
研
究
・
生
産
・

利
用
を
全
当
事
国
の
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利

と
し
て
認
め
、
そ
の
た
め
の
地
域
的
協
力
を
促
進

す
る
と
定
め
て
い
る
（
前
文
、
第
八
条
）。
厳
格

な
不
拡
散
措
置
の
下
で
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和

的
利
用
を
保
障
す
る
た
め
に
、
条
約
の
発
効
ま
た

は
批
准
文
書
寄
託
の
日
か
ら
一
八
ヶ
月
以
内
に
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
包
括
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
を
締

結
・
発
効
さ
せ
検
証
を
受
け
入
れ
る
よ
う
当
事
国

に
義
務
づ
け
て
い
る
（
第
九
条
お
よ
び
附
属
書

Ⅱ
）。
ま
た
「
核
物
質
の
物
理
的
防
護
に
関
す
る

協
約
」
や
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
勧
告
・
指
針
な
ど
に
示
さ

れ
た
、
最
高
水
準
か
つ
効
果
的
な
核
物
質・施
設・
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）、
ア
フ
リ
カ

が
原
則
的
に
パ
レ
ス
チ
ナ
の
自
決
権
を
支
持
し
て

き
た
歴
史
に
鑑
み
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
核
は
ア

フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
に
対
す
る
直
接
の
脅
威
で

あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
未
批
准
の

主
た
る
要
因
で
も
あ
る
。
条
約
前
文
で
は
と
く
に

中
東
に
お
け
る
非
核
兵
器
地
帯
の
樹
立
を
、
ア
フ

リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
当
事
国
の
安
全
を
増
進
す
る

も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
核
放

棄
と
中
東
和
平
へ
の
積
極
姿
勢
を
促
す
国
際
的
圧

力
が
、
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
体
制
の
安
定
の
た
め
に

も
必
要
で
あ
る
。
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こ
の
ほ
か
、
南
極
条
約
（
一
九
五
九
年
調
印
、

一
九
六
一
年
発
効
）
に
よ
り
南
極
大
陸
が
非
核

地
帯
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
が

一
九
九
二
年
に
一
国
非
核
兵
器
の
地
位
を
宣
言

し
て
い
る
。

の
課
題
で
あ
る
。

第
三
に
、
チ
ャ
ゴ
ス
諸
島
・
デ
ィ
エ
ゴ
＝
ガ
ル

シ
ア
島
の
帰
属
問
題
で
あ
る
。
同
島
を
実
効
支
配

す
る
英
国
が
第
三
議
定
書
の
当
事
国
に
含
ま
れ
て

い
な
い
た
め
、
同
島
は
事
実
上
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約

の
適
用
対
象
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
同
島
に
対
す

る
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
の
領
有
権
主
張
を
Ｏ
Ａ
Ｕ
／
Ａ

Ｕ
が
支
持
し
、
英
国
の
主
権
を
認
め
て
い
な
い
こ

と
に
起
因
す
る
事
態
で
あ
る
。
他
方
、
英
国
は
―

デ
ィ
エ
ゴ
＝
ガ
ル
シ
ア
島
の
貸
与
を
受
け
軍
事
基

地
を
運
営
し
て
い
る
米
国
に
支
持
さ
れ
て
―
草
案

起
草
段
階
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
同
島
を
ア
フ

リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
の
一
部
と
し
て
認
め
な
い
姿

勢
を
貫
い
て
い
る
（
妥
協
策
と
し
て
、
附
属
書
Ⅰ

の
地
図
上
に
同
島
に
つ
い
て
、「
主
権
の
問
題
に

対
す
る
予
断
な
し
に
表
記
」
と
い
う
注
記
が
挿
入

さ
れ
た
）。
し
か
し
米
英
軍
の
対
中
東
軍
事
基
地

と
し
て
利
用
さ
れ
、
域
内
で
最
も
核
配
備
の
危
険

性
が
高
い
同
島
が
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
は
、

条
約
の
実
効
性
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
。
ロ
シ
ア

が
同
島
の
地
位
の
曖
昧
さ
を
、
第
一
・
第
二
議
定

書
の
批
准
見
送
り
の
口
実
と
し
て
い
る
こ
と
も
看

過
で
き
な
い
。
同
島
を
め
ぐ
っ
て
は
旧
島
民
に
よ

る
返
還
要
求
訴
訟
も
行
わ
れ
て
お
り
、
モ
ー
リ

シ
ャ
ス
に
よ
る
主
権
回
復
と
旧
島
民
の
帰
島
に
向

け
た
国
際
的
な
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。

第
四
に
、
核
保
有
を
確
実
視
さ
れ
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
や

Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
へ
の
加
入
も
拒
否
し
て
い
る
イ
ス
ラ
エ

ル
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
ア
フ
リ
カ
と
の
地
理

的
近
接
、
南
ア
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
と
の
核

開
発
協
力
を
非
難
さ
れ
た
過
去
（
た
と
え
ば

だ
し
、
こ
の
四
カ
国
を
含
む
未
批
准
一
一
カ
国
と

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
包
括
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
協
定
は
締

結
・
発
効
済
み
）。
ま
た
、
二
大
核
兵
器
大
国
で

あ
る
米
露
に
よ
る
第
一
・
第
二
議
定
書
の
未
批
准
、

ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
第
三
議
定
書
の
未
調
印
―
カ
ナ

リ
ア
諸
島
で
の
北
大
西
洋
条
約
機
構
に
よ
る
核
配

備
・
貯
蔵
の
可
能
性
が
維
持
さ
れ
る
―
は
、
ア
フ

リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
に
対
す
る
国
際
的
保
障
を
脆

弱
な
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
西
サ
ハ
ラ
問
題
の
解
決
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
一
一
月
の
モ
ロ
ッ
コ
に
よ
る
侵
攻
以

来
三
四
年
以
上
に
わ
た
り
同
国
に
占
領
さ
れ
て
い

る
旧
ス
ペ
イ
ン
植
民
地
西
サ
ハ
ラ
で
は
、
解
放
運

動
組
織
ポ
リ
サ
リ
オ
戦
線
の
主
導
に
よ
り
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
領
内
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
拠
点
と
し
て

樹
立
さ
れ
た
亡
命
政
府
サ
ハ
ラ
・
ア
ラ
ブ
民
主
共

和
国
（
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｄ
）
と
、
モ
ロ
ッ
コ
と
の
間
で
帰

属
を
め
ぐ
る
紛
争
が
続
い
て
い
る
。
一
九
八
四
年

に
Ｏ
Ａ
Ｕ
は
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｄ
の
正
式
加
盟
を
認
め
、
モ

ロ
ッ
コ
は
こ
れ
に
抗
議
し
て
脱
退
し
た
。
現
在
も

ア
フ
リ
カ
唯
一
の
Ａ
Ｕ
非
加
盟
国
で
あ
る
モ
ロ
ッ

コ
は
一
九
九
六
年
四
月
に
ペ
リ
ン
ダ
バ
条
約
に
調

印
し
た
四
五
カ
国
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
後

Ａ
Ｕ
加
盟
国
Ｒ
Ａ
Ｓ
Ｄ
が
二
〇
〇
六
年
六
月
に
調

印
（
未
批
准
）
し
た
こ
と
か
ら
、
事
実
上
離
脱
し

た
状
態
に
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
非
核
兵
器
地
帯
を
完

全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
モ
ロ
ッ
コ
と
西
サ
ハ

ラ
が
と
も
に
加
入
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
国
連
安
全
保
障
理
事
会
で
議
決
さ

れ
て
い
る
国
連
監
視
下
で
の
住
民
投
票
を
通
じ
た
、

西
サ
ハ
ラ
問
題
の
早
期
か
つ
公
正
な
解
決
が
焦
眉
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